
担当職員の方より、わかりやすく ご説明を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会 洞爺湖町ボランティアセンター 
≪本 所≫〒049-5604 洞爺湖町栄町 63-1  健康福祉センターさわやか内 

【ＴＥＬ】 0142-76-4363  【ＦＡＸ】 0142-76-4368 

【Ｅ-mail】toyako-sha.abuta@jupiter.ocn.ne.jp 

≪洞爺支所≫〒049-5802 洞爺湖町洞爺町 132-2   洞爺ふれ愛センター内 

【ＴＥＬ】 0142-82-5185  【ＦＡＸ】 0142-82-5895 

【Ｅ-mail】toyako-sha.tsutsuji@theia.ocn.ne.jp 
ホームページ : http://toyako-shakyo.org 

は つ ら つ 号 
令和 6 年 2 月 

～洞爺湖町ボランティアセンター＆生活支援体制整備事業情報誌～ 

第２弾！いっしょに  

コミュバスに   ってきました 

令和 5 年 12 月 25 日（月）虻田地区のコミュニティバス乗車体験会をおこないました。

今回は、６月３０日・７月４日におこなったコミュニティバス体験乗車会の第２弾！で、

一般参加の方や行政職員、はつらつ協議体メンバーなど計 10 名で乗車をしました。 

参加者からは「なかなか町内を見る機会がなかったので良かった」、「バス停の名前がわ

かりにくくちょっと不安。例えば『赤川橋』は『ウロコ前』などの名前のほうがわかりや

すいと思う」、「裏道であれば、バス停のないところでも止まってくれるのでありがたいね」、

「時間のある時に、ゆっくり乗って出掛けるのも楽しいと思う」などの意見や感想をいた

だきました。 

また「年に 1 回でも２回でも乗らないとバスがなくなってしまうかもしれない」と思い、

時々乗っていますよとの声もありました。 

現在ある地域の資源を上手に活用し、外出の機会を増やすことは健康維持にもつながる

かもしれませんね。 

mailto:toyako-sha.tsutsuji@theia.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 １ポイント１００円で５００円単位での交換となります。 

交換期間 令和６年 2 月 1 日（木）～令和 6 年 3 月 29 日（金） 

交換場所 洞爺湖町社会福祉協議会 ☎76-4363 

洞爺湖町栄町 63-1〔健康福祉センターさわやか内〕  

申請方法 ポイントの交換申請書とポイント手帳を添えて社会福祉 

協議会に提出してください。 

『はつらつポイント事

業』は、赤い羽根共同募

金の一部助成と洞爺湖

町からの負担金を受け

て実施しています。 

はつらつ楽習！脳の健康教室 第 11期生募集‼ 

4 月からの開講に向けて、70 歳以上の町民の方を対象に受講者を募集します。 

この教室は、脳の健康の維持と共に社会参加の推進を目的に、 

公文学習療法センターの教材を使用して行います。 

会場までの移動が困難な方は送迎も可能ですので、ご興味のある方は、 

社会福祉協議会までお気軽にお問い合わせください。 
 

【内 容】  教室では「読み書き」「計算」「すうじ盤」の 3 種類を教室サポーター

と対面で行います。他、毎日３枚ずつ宿題プリントをお渡しします。 

【 】 令和 6 年４月～令和 6 年９月まで（6 ヶ月間） 毎週 木曜日 

【費 用】  月額 1,0００円 

【定 員】  16 名 （先着順） 最小開催人数 4 名 

【会 場】  アイヌ民族共生拠点施設「ウトゥラノ」  

【 】  洞爺湖町社会福祉協議会 （７６－４３６３）  ２/２9（木）まで 

＊脳トレサロン＊ 

日程 2 月 1３日（火） 

３月 1２日（火） 

時間 10：00～11：30 出入り自由  

会場 洞爺ふれ愛センター 研修室 

＊コグニの集い＊ 

日程 ３月 ７日（木） 

時間 13:30～14:30 

会場 洞爺駅交流センター2 階 会議室 

はつらつポイント事業に登録しませんか？ 

「サロン活動の担い手」や「介護施設等での慰問活動」などボランティア活動を行なっている方、

ボランティア活動をしてみたい方など、はつらつポイント事業に登録してみませんか？ 

詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。 

はつらつポイント事業とは、ボランティア活動を通じて介護予防や地域貢

献の推進を目的とし、対象活動に対しポイントを付与する仕組みとなって 

います。 

昨年１月～12 月の年間活動ポイント（前年繰越を含む）と商品券の 

交換が、2 月 1 日(木)から始まりました。 


